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【事案の概要等】（以下，略称は原判決のそれによる。） 

１ 事案の概要 

本件は，控訴人が，被控訴人に対し，控訴人が，地方税法３４９条の３の２及

び同法７０２条の３が規定する住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の

特例（本件特例）が適用される土地を所有していたところ，東京都練馬都税事

務所長が，平成１８年度から平成２２年度までの間，同土地について，本件特

例を適用すべきであったにもかかわらず，その職務を怠って本件特例の適用を

しないまま過大な課税処分を行ったため，これにより，控訴人に損害を生じさ

せたと主張して，国家賠償法１条１項に基づき，平成１８年度から平成２２年

度までの間における過納付金相当合計額４６２万０４００円及び弁護士費用相

当額４６万円並びにうち各年度の過納付金相当額に対する現実の納付日より後

の日である各納税日の終期の日から，うち４６万円に対する訴状送達の日の翌

日である平成２９年５月２６日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合に 

よる遅延損害金の支払を求める事案である。 

原審は，本件特例を適用しなかったことにつき，東京都練馬都税事務所長に職

務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったとは認められないとして，控訴

人の請求を全部棄却したところ，これを不服とする控訴人が本件控訴をした。

なお，控訴人は，当審において，前記第１の控訴の趣旨２項のとおり，不服の

範囲を限定した。 

２ 前提事実，争点及び当事者の主張は，次のとおり付加訂正するほか，原判

決の「事実及び理由」第２の２及び３に記載のとおりであるから，これを引用

する。（以下，訂正後の前提事実を「前提事実」という。） 

（原判決の付加訂正） 

（１）原判決３頁１０行目から１１行目にかけての「三分の一」を「３分の

１」と改める。 

（２）原判決４頁２１行目の「別紙物件目録記載１及び２」につき，原判決別

紙物件目録記載１及び２の「所在」の各「×丁目」をいずれも「△丁目」と改

め，２４行目の「別紙物件目録記載３」につき，原判決別紙物件目録記載３の

「所在」の「×丁目」を「△丁目」と改める。 

（３）原判決５頁６行目の「東京都練馬区都税事務所長」を「東京都練馬都税

事務所長」と改める。 

（４）原判決５頁８行目の末尾で改行し，次のとおり加える。 

「なお，平成１８年度から平成２２年度までの間において，既課税額と本件各

土地に本件特例を適用した場合における課税額との差額は，原判決別紙２の

「差額（Ａ－Ｂ）」欄に記載のとおりである。（当事者間に争いがない）」 

（５）原判決５頁９行目の「東京都練馬区都税事務所長」を「東京都練馬都税
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事務所長」と改める。 

（６）原判決５頁１５行目の「争点と当事者の主張」を「争点及び当事者の主

張」と改める。 

（７）原判決６頁７行目の「東京都練馬区都税事務所長」を「東京都練馬都税

事務所長」と改める。 

（８）原判決６頁２０行目の「東京都練馬区都税事務所職員」を「東京都練馬

都税事務所職員」と改める。 

（９）原判決６頁２３行目の「不動産登記事務取扱準則」を「不動産登記事務

取扱手続準則」と改める。 

（１０）原判決７頁６行目冒頭から１４行目末尾までを削り，１５行目の

「（３）争点３」を「（２）争点２」と改める。 

（１１）原判決７頁１７行目の「東京都練馬区都税事務所長」を「東京都練馬

都税事務所長」と改める。 

（当審における控訴人の主張） 

我が国の税法上，税金を納める方法として，申告納税方式と賦課課税方式は厳

然と区別されており，固定資産税等は，納税者が申告することを要しない賦課

課税方式であるにもかかわらず，原判決は，この点を看過，混同して，控訴人

が本件各土地について居住建物の敷地として利用している旨の申告がなかった

ことをもって，控訴人の過誤納付につき課税処分庁が職務上通常尽くすべき注

意義務違反がなかったと判断しており，この判断が誤っていることは明らかで

ある。 

賦課課税方式の下では，当事者の申告を待たずに，課税処分庁は，課税処分の

主体として通常要求される程度の注意を払って，課税要件（特例の適用要件の

有無）を調査し，特例が適用される場合は，特例に従った課税処分をすべき職

務上の注意義務を負っている。本件では，住宅用地の特例の適用につき，住宅

用地の所有者の申告は要件とされておらず，課税処分庁の担当者がこれを適用

するか否かの裁量を有するものでないことは明らかであり，この申告がなかっ

たことを過大に評価した原判決の理由説示は，納税の方式という税法上の原則

を看過，混同した適正でない判断である。 

（当審における被控訴人の主張） 

原判決は，控訴人が主張するような課税方式の区別を看過，混同したものでは

なく，賦課課税方式である固定資産税等の賦課処分における課税庁の調査義務

違反の有無について，国家賠償法１条１項の違法性の要件に基づき，正当に判

断している。 

住宅用地の申告義務は，賦課課税方式である固定資産税等にあって，課税庁が

本件特例の適用について判断するための情報を収集し課税標準を適正に把握す
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る上で，大変重要な意義を有している。 

課税庁が本件特例の適用の対象となる土地であるとの判断をするに当たって

は，当該土地上の家屋が居住用建物として利用されているといえる必要がある

が，課税庁の所管区域内には膨大な数の課税客体がある上，個々の家屋の用途

等は外部から容易に捕捉することができないものが少なくないという状況にあ

るところ，課税庁がそのすべてについて納税者への質問等の調査を行うことは

人的，財政的，時間的資源の限界があり，このことに鑑みて，賦課課税方式に

おける固定資産税の調査義務については，努力義務を定めたものと理解されて

いる。 

 

【当裁判所の判断】 

１ 前記前提事実，後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら

れる。 

（１）控訴人は，平成１４年６月２０日，相続により共有持分を取得し，本件

各土地を単独で所有するに至った。（Ａ１，２） 

（２）被控訴人の課税庁職員である東京都練馬都税事務所職員は，平成１７年

２月３日，本件各土地について実地調査を行い，住宅用地同一画地認定調査票

（平成１６年度）の備考欄に「１７．２．３ 福祉施設工事中」と記載した。

（Ｂ２の１及び２，弁論の全趣旨） 

（３）有限会社Ａ・Ｙ・サンライズは，平成１７年６月２５日，本件土地上に

本件建物を新築し，同月２９日，本件建物について新築登記がされ，登記所

は，被控訴人に対し，その旨を通知した。（Ａ３，弁論の全趣旨） 

不動産登記記録（Ａ３）では，本件建物は，種類が「養護所」，構造が鉄骨造

陸屋根２階建，床面積が１階，２階とも２３８．２０平方メートルであると記

載されている。（Ａ３） 

本件各土地は，平成１７年６月２５日，畑から宅地に地目が変更され，登記所

は，被控訴人に対し，その旨を通知した。（Ａ１，２，弁論の全趣旨） 

（４）東京都練馬都税事務所職員は，平成１７年１２月１６日，不動産登記簿

の調査等を踏まえた上で，本件建物が，法３４９条の３の２第１項所定の「居

住の用に供する家屋」であるとの要件を満たさないと判断し，本件各土地は住

宅用地ではないと認定した。（Ｂ２の１及び２，弁論の全趣旨） 

（５）東京都練馬都税事務所長は，平成１８年３月３１日，本件各土地の価格

決定をし（法４１０条１項），同年６月１日，本件各土地についての平成１８

年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定を行い，控訴人に対し，納税通知

書を送付した。（弁論の全趣旨） 

（６）東京都練馬都税事務所長は，平成１８年度の固定資産税及び都市計画税
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の賦課決定以降，平成２７年度の賦課決定に至るまで，控訴人に対し，本件各

土地について本件特例を適用せずに賦課決定をした。（前提事実（５）） 

（７）東京都練馬都税事務所職員は，平成２７年１２月，本件各土地に対する

固定資産税及び都市計画税の課税についての調査をするに当たり，本件各土地

上に存する本件建物に関する固定資産税及び都市計画税の課税資料について調

査を行ったところ，本件建物が条例１３４条１項４号（Ｂ１）に基づく新築住

宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免（Ｂ４）の適用対象となっている

こと等が判明した。（弁論の全趣旨） 

そこで，東京都練馬都税事務所職員は，本件建物が「居住の用に供する家屋」

（法３４９条の３の２第１項），すなわち，「特定の者が継続して居住の用に

供する」家屋（Ｂ３）に該当し，本件各土地が本件特例の適用対象となる可能

性があるのではないかと考え，その認定要件を満たすか否かの調査を行うこと

とし，平成２８年１月２２日，本件建物に赴き，控訴人及び施設管理者の立会

の下，本件建物の実地検査，本件建物の新築当時からの利用状況の聴取を行っ

た。（弁論の全趣旨） 

その結果，本件建物は，介護保険法８条２０項に基づく「認知症対応型共同生

活介護」事業を行う施設（認知症高齢者グループホーム）であり，本件建物

は，新築当時から利用者が居住する上記グループホームとして利用しているこ

とが判明した。（弁論の全趣旨） 

（８）そこで，東京都練馬都税事務所長は，平成２８年２月２９日，控訴人に

対し，平成２３年度から平成２７年度の本件各土地の固定資産税及び都市計画

税の金額を，本件特例を適用して修正することを通知した。この結果，被控訴

人は，平成２８年３月２４日，控訴人に対し，合計４６０万５２００円を還付

した。（前提事実（６）） 

２ 争点１（東京都練馬都税事務所長の本件課税処分に国家賠償法上の違法性

が認められるか）について 

（１）国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員

が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を

加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定すると

ころ，公権力の行使に当たる公務員の職務上の行為が同条項の適用上違法と評

価されるのは，当該公務員が，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことな

く漫然と行為をしたと認め得るような事情がある場合に限るものと解するのが

相当である 

（最高裁平成５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６３頁参

照）。 

（２）そこで検討するに，前記１（３）で認定したとおり，不動産登記記録
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（Ａ３）では，本件建物は，種類が「養護所」，構造が鉄骨造陸屋根２階建

で，床面積が１階，２階とも２３８．２０平方メートルと記載されている上，

本件各土地は，平成１７年６月２５日，畑から宅地に地目が変更されたとこ

ろ，登記所は，被控訴人に対し，本件建物が新築登記された旨及び本件各土地

について地目が変更された旨を通知したというのであるから，被控訴人の課税

庁職員である東京都練馬都税事務所職員が，これらの不動産登記簿の記載か

ら，本件各土地上に居住用の建物が建築された可能性があることを推認するこ

とは容易であったというべきである。また，証拠（Ａ１０の１ないしＡ１０の

９）によれば，本件建物が居住用の建物であることは，現在の本件建物の外観

から容易に推認をすることができるところ，その外観は，本件建物に設置され

ている看板部分を除けば，本件建物が新築された当初から変更がないことが認

められるから（Ａ１０の１ないしＡ１０の９，Ａ１２，弁論の全趣旨），東京

都練馬都税事務所職員が，本件建物が新築された当時，控訴人や本件建物の所

有者等に対し，本件建物の利用について質問をするなど，適切な現地調査を実

施していれば，本件各土地について本件特例の適用があることは容易に認定す

ることができたというべきである。 

ところが，前記１（２）で認定したとおり，被控訴人の課税庁職員である東京

都練馬都税事務所職員は，平成１７年２月３日，本件各土地について実地調査

を行ったものの，住宅用地同一画地認定調査票（平成１６年度）の備考欄に

「１７．２．３ 福祉施設工事中」などと記載したに留まり，それ以上の調査

をせず，また，前記１（４）で認定したとおり，平成１７年１２月１６日，不

動産登記簿の調査を踏まえた上で，本件建物が，法３４９条の３の２第１項所

定の「居住の用に供する家屋」であるとの要件を満たさないと判断したという

のであるから，被控訴人の課税庁職員には，本件各土地の調査・認定に当た

り，職務上の法的義務として通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と

本件各土地に係る調査・認定を行ったと認め得るような事情があるというべき

である。 

（３）これに対し，被控訴人は，住宅用地の所有者には，住宅用地の申告義務

が課されているところ，これは，家屋の構造や用途など外部から容易に捕捉す

ることができない事柄について，課税客体である土地の利用状況を最もよく知

り，かつ，住宅用地の特例の適用により利益を受ける立場にある土地所有者に

課税に必要な情報の提供を義務付けているものであって，控訴人は，この申告

をしていなかったから，被控訴人の課税庁職員は，控訴人との関係において，

職務上の法的義務として通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件

各土地に係る調査及び認定を行ったものではないと主張する。 

しかしながら，固定資産税及び都市計画税については，申告納税方式ではな
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く，賦課課税方式が採用されており，また，本件特例の適用については土地の

所有者からの申告が要件となっているわけではないから，控訴人が本件特例の

申告をしていなかったことをもって，直ちに，被控訴人の課税庁職員の注意義

務違反が否定されるものではなく，控訴人が上記申告をしなかったという事情

は，過失相殺の一事情として考慮すれば足りるというべきである。 

したがって，被控訴人の上記主張は，採用することができない。 

（４）また，被控訴人は，本件建物の不動産登記簿における種類である「養護

所」とは，不動産登記規則１１３条又は不動産登記事務取扱手続準則８０条に

定めるもの以外の建物をいい，そこから想定される建物の用途には，居住の用

に供する家屋である認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）もあれ

ば，本件特例の適用外となる短期入所施設や通所介護施設もあるし，本件建物

の外見上からも，本件特例の対象となる家屋か否かは認識をすることができな

いし，被控訴人の課税庁職員が控訴人に対する質問等（法４０３条２項）を行

うことによって，本件各土地に本件特例が適用され得ることを認識することが

できた可能性はあるものの，法４０３条２項は，努力義務を定めたものに過ぎ

ないから，被控訴人の課税庁職員が，そのような調査を行わなかったからとい

って，法的義務に違反したものではないと主張する。 

確かに，「養護所」という登記簿上の記載からは，本件特例が適用にならない

短期入所施設などの様々な建物を想定することが可能である。しかしながら，

前記（２）で説示したとおり，本件建物は，新築された当時の外観から居住用

の建物であることを推認することができるというのであるから，このような事

実関係の下では，被控訴人の課税庁職員には，更なる実地調査や控訴人に対す

る質問等（法４０３条２項）により，建物の用途を確認するなどして，固定資

産評価基準に従った公正な評価をすべき職務上の法的義務があったというべき

であり，このことは，法４０３条２項が被控訴人の課税庁職員の努力義務を定

めた規定であることと何ら矛盾するものではない。 

したがって，この点に関する被控訴人の上記主張は採用することができない。 

３ 争点２（過失相殺の可否及びその割合）について 

法及び条例は，住宅用地等の所有者に対し，当該住宅用地等の固定資産税等の

賦課徴収に必要な事項の申告義務を負わせているが，その趣旨は，固定資産税

等について賦課課税方式を採用しつつも，固定資産の適正な評価・認定を行う

に当たり，調査等を補完し，その過誤の防止に資するためであると解されると

ころ，前記前提事実（７）で認定したとおり，控訴人は，各賦課決定の際，本

件各土地について，住宅用地の申告をしていなかったというのであるから，こ

のような事情は，控訴人が被った損害の発生に一定程度寄与したというべきで

ある。したがって，このような事情を過失相殺において考慮することが公平で
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あるところ，諸般の事情に照らせば，控訴人の過失割合を３割とするのが相当

である。 

これに対し，控訴人は，本件各土地が「住宅用地」か否かは，専門的判断であ

り，一市民である控訴人が住宅用地の申告を行わなかったからといって，帰責

事由は認められないと主張する。 

しかしながら，法及び条例が，住宅用地等の所有者に対し，当該住宅用地等の

固定資産税等の賦課徴収に必要な事項の申告義務を負わせた趣旨は，固定資産

税等について賦課課税方式を採用しつつも，固定資産の適正な評価・認定を行

うに当たり，課税客体である土地の利用状況を最もよく知り，かつ，住宅用地

の特例の適用により利益を受ける立場にある土地所有者に対し，課税に必要な

情報の提供を求め，もって，調査等を補完し，その過誤の防止に資する点にあ

り，土地所有者に対して専門的判断を求めるものではないから，この点に関す

る控訴人の上記主張は採用することができない。 

４ 控訴人の損害 

（１）既課税額と本件特例を適用した場合の課税額との差額 

平成１８年度から平成２２年度において，既課税額と本件各土地に本件特例を

適用した場合の課税額との差額が原判決別紙２の「差額（Ａ－Ｂ）」欄に記載

のとおりの金額であることは当事者間に争いがないところ，これに上記のとお

りの過失相殺をすると，その額は，平成１８年度ないし平成２０年度が各６２

万４７２２円（＝８９万２４６０円×０．７。小数点以下四捨五入（以下，同

じ。）），平成２１年度が６８万０２０６円（＝９７万１７２３円×０．

７），平成２２年度が６４万１６９８円（＝９１万６７１１円×０．７）とな

り，その合計額は，３１９万６０７０円である。 

（２）弁護士費用相当額 

本件に顕れた一切の事情に鑑みれば，弁護士費用相当額を３２万円とするのが

相当である。 

（３）（１）と（２）の総額 

３５１万６０７０円 

（４）各遅延損害金が発生する始期 

過納付金相当額に対する控訴人の現実の納付日が，遅くとも，控訴人が主張す

る各納税日の終期の前であることは弁論の全趣旨により認められる。なお，訴

状送達の日の翌日は，平成２９年５月２６日である。（記録上明らかな事実） 

５ 結論 

以上によれば，控訴人の請求は，３５１万６０７０円及びうち６２万４７２２

円に対する平成１９年２月２８日から，うち６２万４７２２円に対する平成２

０年２月２９日から，うち６２万４７２２円に対する平成２１年３月２日か
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ら，うち６８万０２０６円に対する平成２２年３月１日から，うち６４万１６

９８円に対する平成２３年２月２８日から，うち３２万円に対する平成２９年

５月２６日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の請求は理由がないか

らこれを棄却すべきであるところ，これと異なり，控訴人の請求を全部棄却し

た原判決は失当であって，本件控訴の一部は理由があるから，原判決を上記の

とおり変更することとする。なお，仮執行宣言については相当でないから，こ

れを付さないこととする。 

よって，主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第１０民事部 

裁判長裁判官 大段亨 裁判官 大野和明 裁判官 小河原寧 

 


